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１

令和３年版水循環白書の構成

第１節 新たな水循環基本計画
第２節 多様な主体の参画・連携による水循環施策の推進

１．流域マネジメントによる水循環イノベーション
（１）流域マネジメントの全国への展開に向けた取組
（２）流域マネジメントの質の向上に向けた取組
２．健全な水循環への取組を通じた安全・安心な社会の実現
（１）大規模自然災害への対応
（２）危機的な渇水への対応
（３）多様な主体と連携した水インフラの戦略的な維持管理・更新等
（４）貯留・涵養機能の維持・向上等
３ ．次世代への健全な水循環による豊かな社会の継承
（１）健全な水循環にかかる認識・意識の醸成
（２）幅広い世代が水と触れ合う機会の維持及び創出
（３）水問題の解決に向けた国際貢献

第３節 今後に向けて

第１章 水循環と我々の関わり
第１節 水循環とは何か

１ 人が使える水の希少性
２ 循環する水
３ 我が国の水循環の実態

第２節 今までとこれからの人と水との関わり
１ 今までの人と水との関わり
２ これからの水を取り巻く環境の変化
３ これからの人と水との関わり

第３節 我が国における水循環施策と水循環基本法の制定
第２章 水循環に関する施策の背景と展開状況
第１節 流域における総合的かつ一体的な管理

１ 流域連携の推進等

第１章 流域連携の推進等－流域の総合的かつ一体的な管理の枠組み－
第２章 貯留・涵養機能の維持及び向上
第３章 水の適正かつ有効な利用の促進等
第４章 健全な水循環に関する教育の推進等
第５章 民間団体等の自発的な活動を促進するための措置
第６章 水循環施策の策定及び実施に必要な調査の実施
第７章 科学技術の振興
第８章 国際的な連携の確保及び国際協力の推進
第９章 水循環に関わる人材の育成

第２節 健全な水循環の維持又は回復のための取組の積極的な推進
１ 貯留・涵養機能の維持向上
２ 健全な水循環に関する教育等
３ 水循環施策の策定及び実施に必要な調査の実施と科学技術の振興
４ 水循環に関わる人材の育成
５ 民間団体等の自発的な活動を促進するための措置

第３節 水の適正な利用及び水の恵沢の享受の確保
１ 安全で良質な水の確保
２ 水インフラの戦略的な維持管理・更新等
３ 水の効率的な利用と有効活用
４ 持続可能な地下水の保全と利用の推進
５ 災害への対応
６ 危機的な渇水への対応
７ 地球温暖化への対応

第４節 水の利用における健全な水循環の維持
１ 水環境
２ 水循環と生態系
３ 水辺空間の保全・再生・創出
４ 水文化の継承・再生・創出

第５節 国際的協調の下での水循環に関する取組の推進
１ 国際的な連携の確保及び国際協力の推進

特集 多様な主体の参画・連携による新・水戦略の推進
～新たな水循環基本計画の始動～ ＜令和３年版テーマ＞

第１部 水循環施策をめぐる動向

第２部 令和２年度 水循環に関して講じた施策

かんよう

かんよう

かんよう



２

令和３年版水循環白書の概要

特集 多様な主体の参画・連携による新・水戦略の推進 ～新たな水循環基本計画の始動～

重点① 流域マネジメントによる水循環イノベーション ～流域マネジメントの更なる展開と質の向上～

流域の多様な主体の連携による流域マネジメントの取組を更に推進するため、技術的な助言や全国の優良事例の共有・ノ
ウハウの提供等により、全国各地の流域における地方公共団体等の取組を支援。
質の高い流域マネジメントの取組に向けて、地下水を含む水循環の実態解明、流域における水循環の健全性や流域マネジ
メントの取組の効果等の「見える化」に関する調査研究を推進。

流域マネジメントに取り組む意欲のある団体への「水循環アドバイザー」による技術的
助言等の支援（左：秋田県にかほ市、右：沖縄県八重瀬町）

流域マネジメント推進のための支援 流域マネジメントの取組の効果等の「見える化」

アンケート調査に基づき、定量的な指標に加えて、定性的な指標を数値化し、
レーダーチャート等の図表で水循環の健全性を「見える化」

流域マネジメントの先進事例の横展開（事例集）

流域マネジメントの取組を支援する観点から、多様な主体
の連携、普及啓発、課題解決など様々な特徴を持つ活動
事例を幅広く紹介

地下水データベース

地下水の水位、採取量等を共有する地下水デー
タベースの検討を推進

災害時地下水利用システム

災害時などにおいて、地盤沈下等を起こさない範囲で
の地下水の利用を目指すための災害時地下水利用シ
ステムの開発を推進



特集 多様な主体の参画・連携による新・水戦略の推進

３

令和３年版水循環白書の概要

重点② 健全な水循環への取組を通じた安全・安心な社会の実現～気候変動や大規模自然災害等によるリスクへの対応～

気候変動や大規模自然災害等によるリスクへ対応していくため、国、地方公共団体、地域の企業及び住民等流域内のあら
ゆる関係者が連携して取り組む「流域治水」や災害時の相互応援などの取組を推進
広域連携や官民連携なども活用した「水インフラの戦略的な維持管理・更新」など、安全・安心な社会の実現に向けた多様
な主体との連携を推進

流域治水の推進

令和２年度に、全国109の一級水系
で、あらゆる関係者が協働して行う「流
域治水プロジェクト」を策定・公表
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応急・復旧活動の強化

大規模災害時には（公財）日本水道協会を中心に広域的な給水・復旧等の応急活動を展
開（写真：令和２年７月豪雨：熊本県球磨村）

市民参画による水インフラの維持管理の推進

民間団体等により河川の維持管理や環境保全を行う河川協力
団体の指定数は年々増加、市民参画による様々な活動を展開
（写真：徳島県阿南市桑野川）

地域ｺﾐｭﾆﾃｨによる維持管理の推進

農業用施設の保全管理を行う組織の構成員に占める非農業者の構成比率は年々
増加（写真：農援隊による草刈り作業（鹿児島県霧島市））

グリーンインフラの推進

産学官の多様な主体が参画する「グリーンインフラ官民連携プラット
フォーム」を令和２年３月に設立し、取組を推進。会員数は1000者以上
に増加（写真：丸の内ストリートパークの取組事例（東京都千代田区））
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特集 多様な主体の参画・連携による新・水戦略の推進
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令和３年版水循環白書の概要

重点③ 次世代への健全な水循環による豊かな社会の継承～健全な水循環に関する普及啓発、広報及び教育と国際貢献～

身近な水に触れ、水について学べる機会を創出し、水に関する意識を醸成するとともに、我が国の知見・経験・技術を海外に
発信し、我が国のリーダーシップにより世界の水問題の解決及びSDGsの達成に貢献

水に関する普及・啓発活動の推進

幅広い層に対し、「水」について考えるきっかけとしても
らうため、令和２年８月１日「水の日」に全国各地の10
施設で「水」を連想させるブルーにライトアップを実施
（左：さっぽろテレビ塔、右：東京ビッグサイト）

国際社会との連携・協力のもと世界の水問題の解決及びSDGsの達成に向けた
取組を実施（左：G20農業・水大臣会合、右：SDGｓ水関連目標実施に関する国
連ハイレベル会議）

国際連携の推進

ブルーライトアップ水を考えるつどい・ポケットモンスターとの連携

ポケットモンスターと連携した「水の日」の広報を展開する
とともに、SNSを活用した動画配信による「水を考えるつど
い」を開催。（左：令和２年度水を考えるつどい、右：「水の
日」のポスター）

賑わいある水辺空間の創出

地域住民、地方公共団体や河川管理者の連携の下、河川空間とまち空間が融
合した取組を推進（写真：コノハナロード （五ヶ瀬川））

かわまちづくり支援制度登録数

水文化の継承、再生の推進

水の里の旅コンテスト
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水の里と下流域とのつながりを強化することを目的とした、
「水の里の旅コンテスト」を開催し、応募数は年々増加。（写
真：水の里の旅コンテスト2020表彰式）



第１部 水循環施策をめぐる動向

令和３年版水循環白書の概要

第１章 水循環と我々の関わり 第２章 水循環に関する施策の背景と展開状況

５
「流域マネジメントの事例集」等により各地での取組を支援

流域水循環計画の全国MAP

合計 54計画
令和２年度公表 13計画（うち３計画は改定）

【循環する水】
水循環の概念図

【流域連携の推進】

資料）内閣官房水循環政策本部事務局

資料）内閣官房水循環政策本部事務局 資料）内閣官房水循環政策本部事務局

資料）内閣官房水循環政策本部事務局

○ 流域の総合的かつ一体的な管理は様々な主体が連携することが必要。
○ 全国の流域水循環計画は、令和２年度に新たに10計画が認定され、合計で54計画。
○ 「流域マネジメントの事例集」を作成し、各地での計画策定や取組を支援。

資料）内閣官房水循環政策本部事務局



第１部 水循環施策をめぐる動向
第２章 水循環に関する施策の背景と展開状況

令和２年７月豪雨では、観測史上１位を更新する降雨が多数の地点で
観測され、多くの河川で堤防が決壊するなど、広範囲に甚大な被害が
発生した。

【災害への対応】
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TEC-FORCEの派遣実績
106の災害にのべ11万５千人を超
える隊員を派遣し、被災した地方
公共団体が行う被災状況の迅速
な把握、被害の拡大防止、被災地
の早期復旧等に対する技術的な
支援を円滑かつ迅速に実施。

【危機的な渇水への対応】

渇水対応タイムライン

危機的な渇水を想定し、渇水被害を軽
減するための対策等を時系列で整理
した行動計画である「渇水対応タイム
ライン」の策定を推進

過去30年で渇水による上水道の減
断水が発生した頻度

○ 大規模な水害、地震災害等に備えるべく、水インフラのハード対策とソフト対策を適切に組み合わせ効果的に施策を
推進。

○ 危機的な渇水への対応を推進するため、近年、取水制限等を経験している水系を対象に渇水対応タイムラインの作
成を推進

６

令和３年版水循環白書の概要

資料）国土交通省

資料）国土交通省

斐伊川水系渇水対応タイムライン

資料）国土交通省
資料）国土交通省



児童が授業で使用するワークシート

第２章 水循環に関する施策の背景と展開状況

7

○ 令和２年の水の日・水の週間関連行事は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえ、ウェブを活用した関連行
事の開催等の新たな取組を実施

【水と触れ合う機会の創出】 【水に関する教育の推進】
水に関する教材作成

小学生が学校教育で活用することを念
頭に教材を作成

令和３年版水循環白書の概要

水の日・水の週間関連行事の実施

令和２年度水を考えるつどい（ウェブ開催）

大学と企業の連携による魚類相把握のた
めの環境DNA調査の様子

大学・民間企業の取組

【水辺空間の保全・再生・創出】

かわまちづくりの事例（北十間川・東京都墨田区）

かわまちづくり支援制度

水辺の魅力を生かし、川
が人々の集う空間となる
よう整備

【民間団体等の自発的な活動を促進する
ための措置】

日本水大賞表彰の様子

日本水大賞

水循環系の健全化や
水災害に対する安全性
の向上に寄与すると考
えられる活動を表彰

資料）内閣官房水循環政策本部事務局

資料）国立大学法人東京学芸大学

資料）国土交通省

資料）日本水大賞委員会

第１部 水循環施策をめぐる動向

資料）内閣官房水循環政策本部事務局

地域住民に対する取組

彩湖自然学習センターでの地域住民を対
象とした見学会

資料）国土交通省



第２章 水循環に関する施策の背景と展開状況

８

○ 世界では、未だに多くの人々が、安全な飲料水にアクセスできず、また、洪水などによる被害に苦しんでいる状況。
○ アジア・太平洋水サミット等の国際会議の場を活用し、世界の水問題の解決に向けて貢献。

令和３年版水循環白書の概要

【国際的な連携の確保及び国際協力の推進】

海外における近年の主な災害

安全な水を自宅で入手できない人々の割合

平成29年時点で、世界では22億人（世界人口の約30％）が
安全な水を自宅で入手できない状況。

G20農業・水大臣会合 ウェブ会合（令和２年９月）

国際会議での発信

資料）国土交通省

資料）国土交通省

資料）国土交通省

第１部 水循環施策をめぐる動向
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第１章 流域連携の推進等 – 流域の総合的かつ一体的な管理の枠組み–
水循環に関する取組を進めていく上で成功の「鍵」となるポイントの１つである「多様な主体による連携体制」をテーマに具体事例を紹介した「流域マネジメン
トの事例集（多様な主体による連携体制編）」を作成
流域マネジメントに取り組む、又は取り組む予定の地方公共団体等を支援するため、水循環アドバイザー制度を新たに創設

第２章 貯留・涵養機能の維持及び向上
令和２年３月に設立した「グリーンインフラ官民連携プラットフォーム」において、社会的な普及、技術に関する調査・研究、資金調達手法の検討等を実施
雨水の貯留・涵養機能の維持及び向上に関する省庁連絡会において、関係省庁の取組事例や支援制度に関するパンフレットを令和2年8月に作成

第３章 水の適正かつ有効な利用の促進等
「既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針」に基づき、一級水系のうちダムのある99水系において治水協定を締結し、令和2年6月から運用を開
始するとともに、二級水系についても、令和3年5月時点で、ダムのある355水系のうち、事前放流の効果が見込めないダムしかない水系等を除いた321水
系において治水協定を締結
地下水の保全と持続可能な利用にあたって取り組むべき内容を中心に見直し、令和３年３月「地下水保全」ガイドライン（第二版）を作成・公表

第４章 健全な水循環に関する教育の推進等
令和２年の水の日・水の週間関連行事は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえ、ウェブを活用した関連行事の開催等の新たな取組を実施

第５章 民間団体等の自発的な活動を促進するための措置
ESG投資の普及につなげるため、企業と投資家の対話を可能とする水情報を含む環境情報の開示システムの実証等を実施

第６章 水循環施策の策定及び実施に必要な調査の実施
パリ協定の２℃目標が達成された場合及び現時点を超える追加的な緩和策を取らなかった場合にあり得る将来予測を対応させてとりまとめた「日本の気候
変動 2020 —大気と陸・海洋に関する観測・予測評価報告書—」 を公表
下水処理場内の処理過程における新型コロナウイルスの挙動実態を整理するとともに、保健衛生部局の感染拡大防止対策に寄与できるよう、下水道部
局におけるウイルス濃度の測定のあり方等について検討を開始

第７章 科学技術の振興
省エネルギーで安定的な水処理技術普及のため、下水道革新的技術実証事業において、ICT・AI制御による高度処理技術の実証を実施

第８章 国際的な連携の確保及び国際協力の推進
「SDGsアクションプラン2021」において、「水インフラの国際展開」を位置づけるなど、水インフラの国際展開の取組を加速化
海外社会資本事業への我が国事業者の参入を図るため、「水資源分野における我が国事業者の海外展開活性化に向けた協議会」を開催し、インドネシ
アにおけるダム再生等の案件形成に向けた取組を実施

第９章 水循環に関わる人材の育成
アジア・太平洋水サミットに向け、新型コロナウィルスの影響を含めた世界の水問題に関する議論を深めるため、同サミット主催者のアジア・太平洋水フォーラ
ムと連携し、識者を招いたウェビナーを定期的に開催
流域マネジメントに取り組む意欲のある３つの地方公共団体に対して、新たに創設した「水循環アドバイザー制度」に基づき、知識や経験を有するアドバイ
ザーの派遣やウェブ会議を通じて、支援を実施。

第２部 令和２年度 水循環に関して講じた施策

令和３年版水循環白書の概要

かんよう

かんよう



コラム

令和３年版水循環白書の概要

コラム１ 流域マネジメントの先進的な取組

コラム２ 住民の的確な判断と行動につながる防災情報のあり方について

コラム３ 産学官民が連携した地下水マネジメントの先進的な取組

コラム４ 官民が連携した雨水貯留施設整備の先進的な取組

コラム５ 水源の森林を育む木材の利用

コラム６ 水道施設の耐災害性強化の取組と効果

コラム７ 「東京2020オリンピック・パラリンピック」開催に向けた水の安定供給

コラム８ 「第４回アジア・太平洋水サミット」は、ここに注目！

コラム９ 下水道による都市浸水対策～令和２年度国土交通大臣賞〈循環のみち下水道賞〉グランプリ受賞 和田弥生幹線の整備効果事例～

コラム10 多様な広域連携・官民連携による水道の基盤強化

コラム11   工業用水道施設における強靱化の取組

コラム12 ８月１日は「水の日」 ～「水の日」関連行事～

コラム13 地域の農作物と農業水利施設の関わりを紹介―「水の恵みカード」を知っていますか

コラム14 第１回 グリーンインフラ大賞「国土交通大臣賞」表彰

コラム15 上下水道における新型コロナウイルス対策の取組

コラム16 帯水層蓄熱冷暖房システムの活用に向けて ～CO₂排出削減と持続可能な地下水利用～

コラム17 国際かんがい排水委員会（ICID）と世界かんがい施設遺産の認定について
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